
令和8年度（令和7年分）【給与支払報告書】の提出について

○　提出期限
　　「給与支払報告書」の提出期限は、令和 8 年 2 月 2 日（月）です。

　　市区町村の事務処理上、期限内に提出していただけるようご協力をお願いします。
　　　　
○　使用する給与支払報告書様式（書面で提出する場合）
　　2枚複写の給与支払報告書（緑色）は、1枚目の個人別明細書を市区町村へ提出し、2枚目の

　源泉徴収票（受給者交付用）は本人に交付してください。

　　支払金額が法人役員で150万円、一般の給与所得者で500万円を超える人については、3枚複写の

　給与支払報告書（オレンジ色）を使用し、2枚目の源泉徴収票（税務署提出用）を税務署へ提出し

　てください。電算システム処理用については、3枚組の連続様式（青色）となっております。

○　総括表の添付
　　給与支払報告書には、総括表を必ず添付してください。

　　なお、中央市では、令和7年度に特別徴収していただいた事業所に『専用総括表』を11月上旬に

　送付しています。

　　この『専用総括表』を使用して提出される場合には、通常の総括表を提出していただく必要は

　ありません。専用総括表は、所在地、名称等を印字して送付いたしますので、印字内容に変更

　等がある場合は朱書きで訂正をしてください。

○　総括表の送付の取りやめ
　例年、総括表の送付を希望している全事業所に対し、紙の専用総括表を送付をしておりましたが、

来年度からは、給与支払報告書を電子申告利用（ｅＬＴＡＸ）された場合には、紙媒体の総括表の送付

に代わり、ｅＬＴＡＸのメッセージ機能を利用してお知らせをする予定です。

電子申告利用であっても紙媒体の総括表が必要な場合は、市ＨＰからダウンロードをしてください。

（紙媒体での報告書提出事業所には、例年通り紙の専用総括表を送付します。）

○　提出方法
　　従業員の人が令和8年1月1日現在、住民登録されている市区町村へ提出してください。

　（なお、正社員以外のパート・アルバイトの人、中途退職の人についても同様です。）

　提出には、「作成した紙の給与支払報告書を郵送する方法」、「作成した給与支払報告書の電子

　データを光ディスク等に格納して郵送する方法」、「作成した給与支払報告書の電子データを

　ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）で送信する方法」などがあります。

　※　光ディスク等による提出の方法は提出先の市区町村に、ｅＬＴＡＸでの提出方法は「地方税

　　共同機構」にそれぞれお問い合わせください。

　　　なお、前々年（令和5年分）における給与又は公的年金等源泉徴収票の税務署への提出枚数が

　　100枚以上であるときは、ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等による提出が義務化されています。

　※　令和5年分の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合は、令和7年分の源泉徴収票の

　　提出枚数が100枚未満の場合であっても、ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等により提出しなければ

　　なりません。

○　ｅＬＴＡＸの利用手続きについて

　　地方税共同機構

　　　　ホームページ：（https://www.eltax.lta.go.jp/）

○　お問い合わせ

　　中央市役所　市民部　税務課　　電話：０５５－２７４－８５４６（直通）

　※　会計事務所等に給与支払報告書の作成を依頼される場合は、専用総括表を会計事務所等に
　　お渡しいただき、給与支払報告書に専用総括表を添付の上、提出してください。
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提出後に追加及び訂正報告がある場合は、総括表上部に分かるように「追加」または「訂正」を朱書きで
記載してください。（追加・訂正の表示がある場合は、○で囲んで提出してください。）

月給　毎月25日

１０人

５　人

②

④

⑥ 「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、内容等を確認させていただく場合がありますの
で、ご担当者様の連絡先等を記載してください。

⑤ 「給与支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名を記載してください。給
与支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載してください。

「指定番号」欄には、提出先の市区町村が定める指定番号を記載してください

⑩ 「給与の支払方法及びその期日」欄には、「月給　毎月２０日」や「週給　毎週月曜日」などと記載してくだ
さい。

③

「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号又は法人番号を記載してくだ
さい。なお、個人番号を記載する場合は、左側を１文字空けて記載してください。

⑧

⑨ 「報告人員」欄には、提出先の市区町村ごとの給与支払報告書（個人別明細書）を提出する人数を記載
してください。
「特別徴収対象者」欄、「普通徴収対象者（退職者）」欄及び「普通徴収対象者（退職者を除く）」欄の人
員の合計と数字が一致することを確認してください。

「受給者総人員」欄には、令和7年中において給与を支払っていた者の総人数を記載してください。

「関与税理士等の氏名及び電話番号」欄には、税理士等が報告書を作成する場合に、報告書に関する
問合せ先となる税理士等の氏名及び電話番号を記載してください。

⑦

「給与の支払期間」欄には、「報告人員の合計」欄で計上された人員に給与を支払った期間を記載して
ください。



＜提出時のご案内＞ 
切替理由書は下図のとおり、普通徴収とす
る方の給与支払報告書（個人別明細書）の
上へ重ねて提出してください。 
（特別徴収のみの場合、切替理由書の添付
は不要です） 

 山梨県の全市町村において、住民税の特別徴収の完全実施へ向けて取り組みを行っています。昨年度

と同様に給与支払報告書を提出の際、普通徴収(個人納付)とする場合は「普通徴収(個人納付)への切替理

由書」の提出と給与支払報告書に切替理由の記載が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいた

します。 
 

普通徴収(個人納付)への切替理由書【 記載方法 】 

 

 

                                  

                                  
 【給与支払報告書(個人別明細書)抜粋】                         

 
 

 

 
 
 
                                   
 
 
 
 

 

「普通徴収(個人納付)への切替理由書」 
を提出してください 

事業所名を記入して

ください。 
指定番号をお持ちの

場合は指定番号も記

入してください。 

普通徴収(個人納付)とする
場合は、項目普Ａ～普Ｆの
人数欄に人数を記入してく
ださい。 

普通徴収とする場合は、給与支払報告書の摘要欄に

「普通徴収－Ａ」のように記入してください。 

普通徴収－Ａ 
（普通徴収分） 

（特別徴収分） 

個人別明細書 

個人別明細書 

切替理由書 

総括表 



 

≪切替理由書についての注意点≫ 
 切替理由書の提出がない場合や給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に記載がない場合は特別徴

収の取扱いとなりますのでご注意ください。 

○切替理由について 

・項目普Ａの総受給者数は、提出市町村以外にお住まいの方も含めて数えます。専従者・乙欄・退職者を除き給

与の支払いが３名以上ある事業所の場合は項目普Ａの該当とはなりません。 

・従業員が２カ所以上で働いており、他の事業所が主な勤務先の場合は項目普Ｂの該当となります。 

・休職者（予定を含む）や死亡者については、項目普Ｆに人数を記載してください。 

○項目普Ａ～普Ｆにあてはまらない次のような場合は普通徴収とすることはできません 

・従業員の個人的な希望 

・パート、アルバイト従業員という理由 

・事務の増加や経理担当者がいない  など 

○ｅＬＴＡＸ及び光ディスク等で提出する場合 

 ｅＬＴＡＸで給与支払報告書を提出される場合は給与支払報告書（個人別明細書）の「普通徴収」欄にチェッ

クを入れ、紙の給与支払報告書と同様に摘要欄に項目を入れてください。 

また、ｅＬＴＡＸ及び光ディスク等での提出の場合に限り、切替理由書の添付は不要になります。（摘要欄への

切替理由の記入については記入をお願いします） 他県の市区町村に提出する際は、提出方法を確認の上、提出を

お願いします。 

 

 



○令和８年度（令和７年分） 給与支払報告書（個人別明細書） 

令和８年度（令和７年分）の給与支払報告書の様式 
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の
１

６
歳

未
満

の

扶
養

親
族

等
の

個
人

番
号

17
8
9 

01
23

 4
56

7
個

人
番

号

（
フ

リ
ガ

ナ
）

区 分
3

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

サ
ブ

ロ
ウ

区 分
01

3

氏
名

中
央

　
四

子
氏

名
4

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

ヨ
ツ

コ
　

区 分
4

（
フ

リ
ガ

ナ
）

区 分

個
人

番
号

未 成 年 者

外 国 人

死 亡 退 職

災 害 者

乙 　 欄

本
人

が
障

害
者

特 別

そ の 他

寡 　 婦

控 除 対 象 扶 養 親 族

1

個
人

番
号

14
5
6 

78
90

 1
23

4
個

人
番

号

氏
名

中
央

　
次

郎
氏

名

年

個
人

番
号

16
7
8 

90
12

 3
45

6
個

人
番

号

○
7

6
1

昭
和

（
摘

要
）
に

前
職

分
の

加
算

額
、

支
払

者
等

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

氏
名

又
は

名
称

○
○

○
○

　
株

式
会

社
（
電

話
）

支 　 払 　 者

日 1
40

1

住
所

（
居

所
）

又
は

所
在

地
中

央
市

成
島

９
９

９
９

番
地

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

ひ と り 親

勤 労 学 生
月

(支
払

者
の

法
人

番
号

1
3
桁

、
個

人
事

業
主

の
場

合
は

個
人

番
号

1
2
桁

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

)

中
途

就
・
退

職
受

給
者

生
年

月
日

就
職

退
職

（ 市 区 町 村 提 出 用 ）

日
元

　
号

年
月

個
人
番
号
欄

個
人
番
号
は
必
ず
正
確
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
者
番
号
欄

給
与
支
払
報
告
書
を
el
ta
x に
て
提
出
し
、
税
額
決
定
通
知
を
電

子
デ
ー
タ
に
て
受
け
取
り
希
望
の
場
合
は
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

氏
名
・
フ
リ
ガ
ナ
欄

正
確
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

外
国
籍
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
に
記
載
の
氏
名
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

16
歳
未
満
（
平
成

22
年

1月
2日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
）

の
扶
養
親
族
の
数
を
①
に
、
②
に
氏
名
・
フ
リ
ガ
ナ
・個
人

番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

①

②

生
命
保
険
料
控
除
の
内
訳
欄

支
払
っ
た
、
生
命
保
険
料
・個
人
年
金
・
介
護
保
険
料

旧
長
期
損
害
保
険
料
の
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

中
途
就
職
・
退
職
欄

令
和

7 年
中
に
就
職
や
退
職
を
し
た
社
員
が
い
る
場
合
は
、

そ
の
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

同
年
中
に
就
職
し
、
退
職
し
た
場
合
は
両
方
に
〇
と

そ
の
年
月
日
を
2 段
書
き
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

生
年
月
日
欄

個
人
を
特
定
す
る
た
め
の
重
要
項
目
で
す
。

十
分
確
認
し
、
和
暦
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
ま
た
は
法
人
番
号
欄

給
与
支
払
者
の
所
在
地
・
名
称
・連
絡
先
・法
人
番
号
又

は
個
人
事
業
主
の
場
合
は
個
人
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

提
出
期
限
は
、
令
和
８
年
２
月
２
日
で
す
。

記
入
方
法
の
詳
細
は
、
国
税
庁
「
令
和
7 年
分
給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
の
作
成
と
提

出
の
手
引
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ht
tp
s:
//
w
w
w
.n
ta
.g
o.
jp
/p

ub
lic
at
io
n/
pa

m
ph

/h
ot
e

i/
te
bi
ki
20

25
/i
nd

ex
.h
tm

住
所
欄

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
地
（住
民

票
と
登
録
地
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

実
際
に
居
住
し
て
い
る
住
所
と
異
な
る
場
合
は

「（
適
用
）
」
欄
に
住
民
票
の
住
所
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

摘
要
欄

①
前
職
分
の
給
与
等
を
含
ん
で
年
末
調
整
を
行
っ

た
場
合
は
、
前
職
分
の
支
払
者
の
名
称
・所
在

地
・
名
称
・
支
払
金
額
・
社
会
保
険
料
・
源
泉
徴
収

額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

②
「
普
通
徴
収
」に
該
当
す
る
場
合
は
、
「普
Ａ
～

Ｆ
」
の
い
ず
れ
か
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

③
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
記
入
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
（
１
）
●
●
●
●
と
氏
名
を
記
入
し
、

「５
人
目
以
降
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
等
の
個
人

番
号
欄
」に
個
人
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
・
・
①

・
・
・
②

・
・
・
③

住
宅
借
入
金
特
別
控
除
欄

特
別
控
除
可
能
額
、
居
住
開
始
年
月
日
を
記
載
し
、

特
定
取
得
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

控
除
対
象
扶
養
親
族
欄

扶
養
親
族
の
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
、
個
人
番
号
を
記
入
し
て

下
さ
い
。
ま
た
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
が

非
居
住
者
の
場
合
は
、
区
分
に
応
じ
て
区
分
欄
に
「
０
１

～
０
４
」
の
い
ず
れ
か
の
数
字
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
特
定
扶
養
親
族
は
次
ペ
ー
ジ
を
参
照



※
※

種
　

　
　

　
　

　
　

別
※

整
　

理
　

番
　

号
※

8
支

　
払

を
受

け
る

　
者

住  所

※
区

分
（
受

給
者

番
号

）

3
4

給
料

・
賞

与
内

1
0
0
0
0
0

0
2

給 与 支 払 報 告 書 （ 個 人 別 明 細 書 ）

（
役

職
名

）

氏  名

（
フ

リ
ガ

ナ
）

　
チ

ュ
ウ

オ
ウ

　
タ

ロ
ウ

5
6

7
8

9
1

中
央

市
臼

井
阿

原
１

２
３

４
番

地
中

央
マ

ン
シ

ョ
ン

１
０

１
号

（
個

人
番

号
）

1
2

　
　

　
　

　
中

央
　

太
郎

種
　

　
　

　
　

別
支

　
払

　
金

　
額

給
与

所
得

控
除

後
の

金
額

　
(調

整
控

除
後

）
所

得
控

除
の

額
の

合
計

額
源

泉
徴

収
税

額

円
内

円
円

円

非
居

住
者

で
あ

る
親

族
の

数
そ

の
他

●
●

●
●

●
●

●
●

●

の
有

無
等

老
人

特
　

　
定

老
　

　
人

そ
の

他
特

親
特

　
　

別

(源
泉

）
控

除
対

象
配

偶
者

配
　

偶
　

者
　

（
特

　
別

）
控

　
　

除
　

　
の

　
　

額

控
除

対
象

扶
養

親
族

の
数

(配
偶

者
を

除
く

。
)

１
６

歳
未

満

扶
養

親
族

の
数

障
害

者
の

数
（
本

人
を

除
く

。
）

有
従

有
円

人
従

人

円
内

円

(摘
要

)

○
●

●
●

1

従
人

人
内

人
人

人
内

人
従

人
人

従
人

人

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

社
会

保
険

料
等

の
金

額
生

命
保

険
料

の
控

除
額

地
震

保
険

料
の

控
除

額
住

宅
借

入
金

等
特

別
控

除
の

額

1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

円
円

円

生
命

保
険

料

の
金

額
の

内
訳

新
生

命
保

険
料

の
金

額

円
旧

生
命

保
険

料
の

金
額

円
介

護
医

療
保

険
料

の
金

額
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

円
新

個
人

年
金

保
険

料
の

金
額

円
旧

個
人

年
金

保
険

料
の

金
額

円

2
7

8
3
1

日
住

宅
借

入
金

等

特
別

控
除

区
分

（
１

回
目

）
住

（
特

）
住

宅
借

入
金

等

年
末

残
高

（
１

回
目

）

円
年

月

●
●

●
月

日
住

宅
借

入
金

等

特
別

控
除

区
分

（
２

回
目

）

住
宅

借
入

金
等

年
末

残
高

（
２

回
目

）

円
円

居
住

開
始

年
月

日
（
２

回
目

）

年

（
源

泉
・
特

別
）

控
除

対
象

配
偶

者

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

ハ
ナ

コ
区 分

配
偶

者
の

合
計

所
得

個
人

番
号

1
3
4
5
 6

7
8
9
 0

1
2
3

住
宅

借
入

金

等
特

別
控

除

の
額

の
内

訳

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

適
用

数

居
住

開
始

年
月

日
（
１

回
目

）

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

可
能

額

氏
名

中
央

　
花

子
●

●
●

●
●

●

基
礎

控
除

の
額

円
国

民
年

金
保

険

料
等

の
金

額

円
旧

長
期

損
害

保
険

料
の

金
額

円

円
所

得
金

額

調
整

控
除

額

円

2

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

ジ
ロ

ウ
　

区 分
1
0

2

（
フ

リ
ガ

ナ
）

５
人

目
以

降
の

控
除

対
象

扶
養

親
族

の
個

人
番

号
氏

名
中

央
　

一
郎

氏
名

中
央

　
七

子
１ ６ 歳 未 満 の 扶 養 親 族

1

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

ナ
ナ

コ
区 分

氏
名

中
央

　
次

郎
氏

名
（
1
）
1
9
0
1
 2

3
4
5

6
7
8
9

個
人

番
号

1
8
9
0
 1

2
3
4
 5

6
7
8

区 分

個
人

番
号

1
4
5
6
 7

8
9
0
 1

2
3
4

個
人

番
号

1
5
6
7
 8

9
0
1
 2

3
4
5

区 分

個
人

番
号

氏
名

中
央

　
四

子
氏

名

3

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

サ
ブ

ロ
ウ

区 分
0
1

3

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

ヨ
ツ

コ
　

区 分
4

個
人

番
号

1
7
8
9
 0

1
2
3
 4

5
6
7

個
人

番
号

1
6
7
8
 9

0
1
2
 3

4
5
6

個
人

番
号

（
フ

リ
ガ

ナ
）

氏
名

中
央

　
三

郎
氏

名
５

人
目

以
降

の
１

６
歳

未
満

の
扶

養
親

族
等

の
個

人
番

号

区 分

年
月

個
人

番
号

未 成 年 者

外 国 人

死 亡 退 職

災 害 者

乙 　 欄

本
人

が
障

害
者

寡 　 婦

4

控 除 対 象 扶 養 親 族

1

（
フ

リ
ガ

ナ
）

チ
ュ

ウ
オ

ウ
　

イ
チ

ロ
ウ

　
区 分

日

（
フ

リ
ガ

ナ
）

（ 市 区 町 村 提 出 用 ）

特 別

そ の 他
就

職
退

職
年

月

ひ と り 親

勤 労 学 生

中
途

就
・
退

職
受

給
者

生
年

月
日

日
元

　
号

○
7

6
1

昭
和

（
摘

要
）
に

前
職

分
の

加
算

額
、

支
払

者
等

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

給
与

支
払

報
告

書
（
個

人
別

明
細

書
）
の

記
載

例
　

扶
養

親
族

等

○
○

○
○

　
株

式
会

社
（
電

話
）

支 　 払 　 者

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

(支
払

者
の

法
人

番
号

1
3
桁

、
個

人
事

業
主

の
場

合
は

個
人

番
号

1
2
桁

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

)

住
所

（
居

所
）

又
は

所
在

地
中

央
市

成
島

９
９

９
９

番
地

氏
名

又
は

名
称

4
0

1
1

②

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

配
偶
者
控
除

配
偶
者
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
「（
源
泉
）
控
除
対
象
配
偶
者
の
有
無
」
欄
に
「〇
」
を
記

載
し
、

対
象
配
偶
者
が
老
人
控
除
配
偶
者
（７
０
歳
以
上
（
昭
和
３
１
年
１
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
）
）
で
あ
る
場
合
に
「
老
人
」欄
に
「
〇
」を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

特
定
親
族
特
別
控
除

①
「
特
親
」
欄
に
特
定
親
族
の
人
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

②
「
特
定
扶
養
親
族
特
別
控
除
」
欄
に
、
控
除
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

③
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
欄
の
「
区
分
」
欄
に
、
居
住
実
態
お
よ
び
控
除
額
に
応
じ

た
数
字
を
下
記
の
表
の
と
お
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

11
0 万
円
以
下

11
万
円

70
71

11
0 万
円
超

11
5 万
円
以
下
６
万
円

①

②

配
偶
者
特
別
控
除

配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
「配
偶
者
（
特
別
）控
除

の
額
欄
」
に
、
特
別
控
除
の
金
額
を
記
載
し
、
「
配
偶
者
の
合
計

所
得
欄
に
令
和
７
年
中
の
合
計
所
得
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

中
央
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
【
事
業
者
向
け
】
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
」
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ht
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問
い
合
わ
せ
先
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中
央
市
役
所
市
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個人事業主のみなさまへのお願い 
 

番号法施行に基づき、給与支払報告書の提出時に個人番号の確認と身元確認が必

要となります。 

 

 令和 8 年度(令和 7 年分)の給与支払報告書総括表に給与支払者の法人番号・個

人番号（個人事業主）の記載が必要です。 

なお、個人事業主のみなさまには、給与支払報告書等提出の際に以下の内

容を確認させていただきますので、書類の提示、又は写しの提出をお願いし

ます。 

※個人別明細書に記載した従業員の個人番号については、本人確認書類の提

出は不要です。 

   

① 記入した事業主の個人番号の確認ができる書類  

 「マイナンバーカード（裏）」、「個人番号が記載された住民票」、「※通知カード」

など 

 ※ただし、通知カードは令和 2 年 5 月 25 日に廃止されているため、通知カード

に記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に

限り、個人番号確認書類として利用できます。 

② 事業主の本人確認のできる書類  

「マイナンバーカード（表）」、「運転免許証」、「公的医療保険の被保険者証」、「パ

スポート」など 

 

◆ 郵送の場合は、上記①・②の書類の写しを同封し提出願います。 

 


